
101234567 各番号（７桁）を市HP「ページ番号検索」に入力すると関連ページが見られます

●償却資産の対象となる主なもの（業種別の例）

共通 舗装路面、駐車設備、看板、広告塔、パソコン、コピー機、応接セットなど

小売業 陳列棚、陳列ケース（冷凍・冷蔵機能付きを含む）、日よけなど

料理飲食業 テーブル、椅子、厨
ちゅうぼう

房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど

理・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど

医（歯科）業、獣医業 レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ベッド、調剤機器など

建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車など

工場 旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機など

ガソリンスタンド 給油配管設備、洗車機、独立したキャノピーなど

不動産貸付業
（アパート・駐車場など）

門扉・塀・緑化設備などの外構工事、受変電設備、駐輪場、駐車装置、照明など

農業 農業用機械類など

太陽光発電設備
太陽光パネル、架台、パワーコンディショナーなど
※事業の用に供している、または個人（住宅用）でも10kw以上の太陽光発電設備
で全量売電あるいは余剰売電する場合も申告対象

　法人や個人が事業を営むために所有している構築

物、機械、装置、工具、器具、備品などを償却資産

といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税され

ます。令和３年１月１日時点で、市内に償却資産を

所有している人は申告する必要があります。なお、

申告した償却資産の課税標準額の合計が 150万円未

満のときは課税されません。

申告方法　２月１日（月）までに課税課資産税係へ

※昨年申告した人には申告用紙を郵送しています

が、新規または届かない人は連絡してください

※地方税電子申告ｅＬＴＡＸ（エルタックス）が利

用できます

固定資産税の償却資産の対象にならない資産

▼家屋、建物付属設備のうち家屋調査で評価

されているもの

▼自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

▼耐用年数が１年未満、または取得価額が 10

万円未満の資産で、法人税法などの規定によ

り一時に損金算入したもの（少額償却資産）

▼取得価額が 20万円未満の資産で、法人税法

などの規定により３年間で一括償却したもの

（一括償却資産）

問合せ　課税課資産税係☎内線３０１４～３０１６

償却資産（固定資産税）の申告
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税などの軽減措置について

　新型コロナウイルス感染症の

影響により厳しい経営環境にあ

る中小事業者などに対して、令

和３年度課税の１年分に限り、

償却資産と事業用家屋に係る固

定資産税および都市計画税が軽

減されます。

申告方法　２月１日（月）までに課税課資産税係へ
※認定経営革新等支援機関などの認定を受けて申告してください

※申告書は市ＨＰからダウンロードできます

軽減割合　令和２年２月から10月までの任意の連続する3カ月間の

事業収入の対前年同期比減少率による

・50％以上減少　全額

・30％以上 50％未満に減少　２分の１
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